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議
案
弟
二
十
二
号

三
朝
町
公
共
下
水
道
条
例
の
　
i
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
公
共
下
水
道
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
こ
と
滋
っ
い
て
､
地
方
自
漁
法
(
暗
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
)
集
九
十
六
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
'
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

暗
和
六
十
三
年
三
月
十
l
日

三

朝

町

長

　

　

安

　

　

田

　

　

美

　

1

　

郎

慧
穴
讐
蔓
害
せ
夢
自
席
寮
可
決

三
明
町
飯
食
級
長
安
井
由
符
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ヰ

三
朝
町
条
例
弟
　
　
　
号

三
朝
町
公
共
下
水
漣
典
例
の
]
部
を
改
正
す
る
条
例

三
新
町
公
共
下
水
遭
粂
桝
(
唱
和
六
十
7
年
三
朝
町
粂
桝
第
二
十
七
号
)
の
1
群
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
二
十
t
表
中
r
封
に
桑
折
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
,
使
用
者
か
ら
｣
を
r
使
用
者
又
は
代
表
人
か
ら
｣
に
改
め
､

同
条
の
次
に
次
の
七
集
を
加
え
る
｡

(
使
用
科
の
頼
)

軍
享
姦
竺
　
億
最
の
瀬
は
,
使
用
者
が
ま
し
た
汚
水
の
量
(
以
↑
r
芸
汚
水
量
｣
と
い
う
｡
)
に
応
じ
､

別
表
一
に
定
軒
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

(
排
除
汚
水
霊
の
脊
定
日
)

第
二
十
二
慧
三
　
井
徐
汚
水
霊
は
､
町
長
が
毎
方
定
折
口
(
使
用
料
算
定
の
基
盤
盲
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
町
長
が
定

め
た
日
を
い
う
｡
以
下
同
じ
｡
)
　
に
乾
定
す
る
.

2
 
､
町
長
が
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
敢
め
た
と
き
は
､
定
例
日
以
外
の
日
に
脊
定
す
る
,
}
と
が
で
き
る
｡

(
排
徐
汚
水
鷺
の
敢
定
)

第
三
十
二
集
の
四
　
排
除
汚
水
量
抹
'
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
兎
定
す
る
･
'

一
水
速
水
(
三
朝
町
水
蓮
事
集
給
水
条
例
に
基
づ
-
水
蓮
を
い
う
｡
)
を
使
用
す
る
場
合
は
､
水
蓮
の
使
用
水
量



二
　
水
速
水
以
外
の
水
(
温
泉
丸
を
除
-
｡
)
を
使
用
す
る
場
合
は
'
町
が
投
置
す
る
計
量
メ
ー
タ
ー
暑
に
よ
り
粥

定
し
た
水
雷

三
　
選
泉
水
を
使
用
す
る
場
合
は
'
別
畢
]
に
定
め
る
使
用
水
豊

田
　
水
湛
水
(
水
速
水
以
外
の
水
及
び
温
泉
永
を
併
用
す
る
壌
合
は
､
雪
盲
の
規
定
に
よ
る
使
貯
水
量
の
合
計
量

2
-
E
最
は
,
前
項
の
醸
定
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
蕗
め
た
と
き
は
,
適
当
な
場
所
に
計
測
の
た
め
の
巷
茸
を
取

り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

3
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
当
核
使
用
者
は
､
最
善
の
注
意
を
も
っ
て
装
置
を
管
理
し
､
そ
の
巷
蒙
を
き
振
し
､
又
は

亡
失
し
た
と
き
は
'
町
長
に
そ
の
親
書
を
捨
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(
特
別
な
場
合
に
お
け
る
使
用
料
の
算
定
)

.
第
二
十
二
集
の
五
　
月
の
中
途
に
お
い
て
,
公
共
↑
水
準
の
使
用
を
開
始
し
,
休
止
し
r
又
は
廃
止
を
し
た
と
き
の
使

用
量
は
,
使
用
期
間
が
]
方
未
満
の
と
き
は
､
1
月
と
み
な
し
計
算
す
る
｡

(
便
用
料
の
散
収
方
法
)

･
第
二
十
二
慧
六
使
用
料
は
,
町
悪
芳
す
る
納
入
-
書
に
よ
-
-
-
る
｡
た
だ
し
､
町
長
が
豊
が

あ
る
と
敢
め
る
と
き
は
'
こ
ノ
の
限
り
で
な
い
｡
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2
　
町
長
は
'
土
木
又
は
建
築
に
輔
す
る
工
事
の
施
工
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
臨
時
に
公
共
下
水
連
を
使
用
し
よ
う
と

I

す
る
者
か
ら
集
二
十
集
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
静
に
積
算
使
用
料
を
井
出
し
､
前
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

3
　
前
年
の
概
算
使
用
料
は
､
使
用
者
か
ら
公
共
下
水
連
の
使
用
を
捨
丁
し
た
旨
の
属
串
が
あ
っ
た
と
き
'
そ
の
他
町

長
が
必
要
と
蕗
め
た
と
き
に
精
算
す
る
｡

∫

(
資
料
の
捷
出
)

第
二
十
二
集
の
七
　
町
長
は
,
使
用
者
又
は
代
義
人
に
対
し
1
排
除
汚
水
萱
の
脊
定
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
.

(
使
用
料
の
減
免
)

第
二
十
二
粂
<
　
町
長
は
,
公
益
上
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
ぁ
る
と
兎
め
た
と
卓
は
'
使
用
料
を
強
免
す
る
こ
と
が
で

き
る
｡

第
五
葦
を
第
六
章
と
L
t
第
二
十
七
森
の
前
に
次
の
章
毎
を
付
す
る
｡

軒

五

黄

　

嫌

　

射

　

　

　

　

　

　

　

　

　

J



軍
一
十
八
森
第
六
号
中
r
弟
十
八
森
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
捷
出
を
求
め
ら
れ
て
｣
を
r
券
十
<
粂
又
は
軍
1
+
二

森
の
七
の
規
定
に
よ
る
報
告
者
L
y
は
責
料
の
提
出
を
求
め
ら
れ
て
｣
　
に
改
め
る
｡

村

　

瀬

こ
の
粂
桝
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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